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令和8年度赤い羽根共同募金による

令和９年度「福祉支援事業」実施要領

１　趣旨

　　　紫波町共同募金委員会（以下「本会」という。）は、住民参加による福祉の地域社会づくりの推進を目的に、助成申請の公募を行い、地域で身近な福祉課題に取り組んでいる団体、また住民に向けた福祉サービスを行う団体の、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」の活動に必要な事業費を助成します。

２　事業実施年度

　　　令和９年度（令和９年４月～令和10年３月）

３　助成対象団体

　　町内で住民の福祉向上等を目的に活動している任意のボランティア団体、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）・団体、自治会・町内会等の住民グループで、次の要件を満たしている団体とする。

　（1）公益的な活動を基本とし、営利を目的としないこと

　（2）特定の個人、企業、政党、宗教団体等から独立して運営及び活動をしていること

　（3）定款及び会則等が整備されていること（それに準じるものでも可）

　（4）将来にわたる継続的な活動の見込みがあること

　（5）暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと

４　対象経費

　　幼児・児童、高齢者、障がい者（児）やその他住民を対象として行う地域の福祉活動に

要する経費。

５　対象外

　（1）公的資金（委託金、補助金等）が主たる財源となっている事業及び活動に必要な経費

　（2）公立施設、指定管理施設、社会福祉施設・事業所、福祉共同作業所の事業に必要な経費

　（3）会員、構成員同士の親睦のみを目的とした活動に必要な経費

　（4）人件費、食糧費、バス代

６　助成額　　　

　（1）助 成 額　1団体５万円以内とする（千円未満切捨て）。
　（2）助成総額　50万円以内を予定とする。

７　応募方法

　　　助成申請書（様式１）（以下「申請書」という。）に次の関係書類を添えて、本会へ提出する。

なお、申請書様式は本会（紫波町総合福祉センター内）で配付する。　

　（1）通帳のコピー

　（2）団体の活動が分かる資料（総会資料、会報、機関紙、パンフレット等）があれば提出

願います。

　（3）必要に応じ、会則等の添付を求める場合があります。

８　申請受付期間

　　令和８年６月８日（月）～令和８年７月17日（金）必着
９　審査・決定

　（1）事業内容を審査し、年内（時期未定）に通知します。

　（2）応募が多数の場合、申請助成額の調整や過年度の決定状況を加味する場合がありま
す。

10　助成金の交付方法

助成金は前払いとし「助成金交付申請書（様式２）」提出後に、団体名義の預貯金口座へ送金します。

11　事業内容の変更

　　助成決定後に事業内容を変更する必要が生じた場合は「事業変更申請書（様式３）」を本会に提出し、事業の実施について本会の承認を受けなければならない。

12　助成の取消し

　　次に該当する場合は助成が取消しとなる。なお、このとき既に交付した助成金がある場合は、一部または全額を本会へ返還しなければならない。

　（1）偽り、その他不正な手段によって助成を受けた場合

　（2）助成金を指定された使途以外に使用した場合

　（3）助成金により整備した機器等を恒常的に目的外に使用した場合

　（4）事業内容の変更の承認を受けずに事業を実施した場合

　（5）事業実施年度内に事業を実施しなかった場合（決定前に事業に着手した場合を含む）

13　共同募金助成事業の広報

　（1）助成金による事業を開催する場合は、事業への参加者に「赤い羽根共同募金による助成事業」であることを周知すること。

　（2）助成金で購入した機器等には「共同募金標識シール」を貼付すること。

　（3）助成事業の実施について会報等により広く地域住民へ公表すること。

14　事業成果の報告

　　事業完了後１ヵ月以内に「事業完了報告書（様式４）」により事業成果を本会へ報告すること。


　　≪対象となる福祉活動の例≫

　　　・福祉活動に必要な機器等の整備
　　　・福祉に関するイベントの開催経費
　　　・地域のボランティア活動に必要な機材の整備
除雪ボランティア活動を行うための機材の整備等

いこいの家開催に係る機材の整備等

　　　・住民が自ら行う社会貢献活動に必要な経費

　　　・講師謝金等の報償費
≪対象とならない例≫
　　　・他の助成制度の対象となっている福祉活動事業
　　　いこいの家運営費（社会福祉協議会の助成対象であり町補助金が含まれて

いる。）
　・他の助成制度の対象となっている機器等の整備
　　　・公立施設、指定管理施設、社会福祉施設・事業所、福祉作業所の運営に必要
な経費
　　　・当該団体を運営するための経費
　　　・会員、構成員同士の親睦のみを目的とした活動

・報償費以外の人件費
・食糧費（イベント開催等のお茶代は可とする）
・バス代
問合せ先　紫波町共同募金委員会


〒028-3304　紫波町二日町字古舘356-1　紫波町総合福祉センター内


Tel672-3258　　Fax672-5039　
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